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令 和 ４ 年 ２ 月 教 育 委 員 会 定 例 会 議 事 録

開 催 日 時

開 催 場 所

出 席 委 員

出 席 職 員

開 会

署名委員指名

前回議事録承認

冊 子 １

第３３号議案

令和４年２月１７日（木） １４時００分

長崎県庁行政棟 教育委員会室

平田教育長、廣田委員、小松委員、黒田委員、森委員、伊東委員

島村政策監、林田教育次長、桑宮総務課長、日高教育環境整備課

長、加藤義務教育課長、狩野高校教育課長、宮﨑特別支援教育課長、

安永児童生徒支援課長、田川高校教育課人事管理監、岩坪ICT教育
推進室長、立木教育センター所長

（平田教育長）

それでは、ただ今から、２月定例会を開会いたします。

本日の議事録署名委員を私から指名させていただきます。議事録

署名委員は、廣田委員、小松委員の両委員にお願いします。

次に、１月定例会の議事録は、各委員に送付されておりますが、

承認してよろしいでしょうか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

（平田教育長）

御異議ないようですから、前回の議事録は承認することにいたし

ます。それでは、各委員御署名をお願いします。

本日提案されている議題等のうち、冊子２，３、４につきまして

は、教育委員会の会議の非公開に関する運用規程により、非公開と

して協議を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり

（平田教育長）

御異議ないようですので、そのように進めていきます。

それでは、定例教育委員会の冊子１について審議いたします。第

３３号議案について、提案理由を説明願います。

（宮﨑特別支援教育課長）

冊子１の１ページ第３３号議案「第二期長崎県特別支援教育推進基
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質     疑

本計画第一次実施計画（案）」について御説明いたします。

提案理由につきましては、令和４年度以降の本県の特別支援教育の

更なる充実に向け策定した「第二期長崎県特別支援教育推進基本計

画」に示した基本方針や方向性を踏まえ、令和４年度から６年度に取

り組む具体的な施策をまとめた「第一次実施計画」を定めようとする

ものであります。内容構成については、資料に記載の通りであり、第

二期基本計画で示した４つの柱に沿って、取り組む具体的な施策を記

載しております。

別添冊子の第一次実施計画（案）を御覧ください。前回まで御協議

いただいたものと取組内容に変更ありませんが、小松委員の御指摘を

受け、文書表現に数か所、修正を加えております。例えば資料５ペー

ジの「企業と学校の相互理解に向けた取組の充実」の中に「キャリア

検定見学会」という取組がでてきますが、説明部分に２つ目の〇の「ま

た、」以降を追記し、参考資料１２を新たに加えることで、読み手に

とってよりわかりやすくなるような修正を、数か所加えております。

今後、本実施計画に基づき、「鶴南特別支援学校時津分校」の校舎

増築及び本校化や、「虹の原特別支援学校」の校舎増築、対馬地区と

西海地区における小・中学部分教室設置の検討、高度な医療的ケアへ

の対応に向けた体制の整備、小・中・高等学校の全ての教員を対象と

した特別支援教育に関する研修の実施、特別支援学校教員を対象とし

た専門性の向上やＩＣＴ活用にかかる研修の充実など、ハード面、ソ

フト面の両面から、本県の特別支援教育の更なる充実を図ってまいり

たいと考えております。以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。

（平田教育長）

では、これより第３３号議案について、質疑・討論を行います。

御質問、御意見等ございませんでしょうか。

（廣田委員）

改めてもう１回読み直してみたのですが、この２ページ目のちょ

っとびっくりしたというのか、時津分校の、要するに分校を本校に

という部分ですよね。行ったこともなくて、分校のイメージという

のは、イメージしにくかったのですけども、この時津分校というの

は時津にあるのでしょうけども、例えば分校というのは小学校の敷

地の中に小学校を借りて設置をするとか、そういう形態になってい

るのかですね。これだけの人数がいるということは相当、広い敷地

でないとダメかなと思ったものですから、どこにあるのですかね。



- 3 -

（宮﨑特別支援教育課長）

時津町の７工区という、時津町の工業地帯に入る前に盲学校がご

ざいます。７棟、教室棟がございますが、そのうちの３棟を時津分

校が使用し、４棟を盲学校が使っている状況でございます。盲学校

が前はものすごく大きな規模の学校で、昭和５４年度で１５０名、

在籍したのですが、今、２０名前後ということで、かなり減少して

きております。その空き教室を使って時津分校を運用している状況

でございます。

（廣田委員）

そうすると、盲学校は私たちも一度、お伺いしたことがあると思

うのですが、そのときには、この時津分校というのはあったのでし

ょうかね。

（宮﨑特別支援教育課長）

時津分校につきましては、小中高それぞれ別の年度で設置してお

ります。まず小学部が平成１８年度、１１名からスタートしており

ます。その後、平成２４年度に中学部を設置して３１名の在籍、そ

して平成２７年度に高等部を設置して、そのときに６２名で、スタ

ートして、現在１２３名まで増加している状況でございます。

（廣田委員）

大体、状況理解できましたけど、その時津分校というもの自体、

見たことがない気がしたものですから、これだけの、要するに分校

のレベルじゃない気がするのですよね、はっきり言うとね。だから

ここの記述については、これでいいと思うのですけど、問題は時津

の人口が今後も増えているので、今後もこの特別支援の生徒達の数

が増えていく状況にあるのか、今後、場合によってはそれが減少し

ていって、もう本校にするまでもない状況がまた来るのかとか、そ

ういうことも不安になったものですから、その辺の見通しというの

はどうですか。

（宮﨑特別支援教育課長）

まず時津分校の生徒数の増加の要因ですが、時津町とともに長崎

市北西部からの就学者の増加が要因となっております。具体的に申

し上げますと、時津町からは平成２８年度が１５名でしたが、令和

３年度には２９名と倍増しております。長崎市北西部に関しまして
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は、平成２８年度は３５名の在籍でありましたが、令和３年度は７

１名まで増加しております。ちなみに長与町は平成２８年度１８名、

令和３年度２３名と横ばいでございます。

今後の見通しについてですが、時津町それから長崎市北西部とも

児童生徒数、これは義務教育段階ですけども、微減が続いておりま

す。それで今回、本校化するに当たり、これまで１０年間に時津分

校の小学部、中学部、高等部へどれぐらいの児童生徒が入学してい

るか平均をとりまして、現在の児童生徒数にそれを加えて推計を行

っております。それによりますと現在１２３名でございますが、は

っきりとは、これはわからないところがございますが、令和８年ぐ

らいで１３０名を超えるぐらいとなります。そしてその後、若干、

減りまして１２３名ぐらいで推移するのではないかという予想をし

ております。ですから上昇はするものの児童生徒数の減少とともに

現在と同じ数で推移をするのではないかと見込んでおります。

（廣田委員）

やっぱり特別支援の学校を新しく作っていくというのは、相当お

金がかかると思うのですね。財政的な負担というのかね。多分、人

件費というのも、例えば普通の高等学校を作る以上に、生徒１人当

たりの人件費というのは、１回見せてもらったことありますけども、

相当、特別支援の場合、掛かっていくので、財政負担の問題が出て

くるだろうと思うのですよね。そうすると、これを本校にしたとき

に、今の盲学校の校舎を利用していくのであれば問題はないと思う

のだけども、本校にすることによって、例えば別のところにまた作

る考えなのか、現状維持のまま、そこの盲学校の中で設定をしてい

こうと考えているのか。その辺は、まだ言えないのかもしれないの

ですけども、どうですか。

（宮﨑特別支援教育課長）

まず人件費についてですが、分校が本校になりますと、校長と事

務長が配置されます。それに加えて実習助手の配置もなされます。

３名増えることになりますので、その分の人件費が増となります。

ただ児童生徒数が増えますと、それに伴って学級も増えますので、

それに伴って教員が増えたり減ったりする状況となります。

それと今後の児童生徒数の増加に対応するため、教室等の増築に

係る経費が必要となってまいります。
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（平田教育長）

基本的に、今の校舎を使うのか使わないのか。新しく作り移転す

るのか。

（宮﨑特別支援教育課長）

時津分校につきましては、現在でも、教室が足りない状況が生じ

ておりますので、運動場を活用して校舎を増築できないかという方

向で考えているところでございます。

（平田教育長）

前提として今の校舎を使うという前提ですか。

（宮﨑特別支援教育課長）

今の校舎を使って、それプラス足りない部分を増築するというこ

とです。

（廣田委員）

確かに今、お聞きした範囲では、恐らく、このくらいの生徒数が

維持できているということなので、本校化については私もそうしな

いといけないなという感じがいたしました。今の盲学校の敷地を使

っていくというのであれば、財政的な負担はあまりないのかなと思

うので、そういう意味では、この案のままでいいのかなという感じ

はいたします。

もう１つは３ページです。特別支援学校のことについて、あまり

知識がないというのか、この自立活動の指導が、書いてあって、こ

こには２番目の〇に、学習指導要領にきちんと示されているという

ことなので、改めて時間割の中に位置づけるというのが書いてある

のですよね。これはある意味、ほかの盲、ろう、そういうところで

は自立活動は時間割の中に位置づけられているのでしょうか。特別

にここの中に時間割に位置づけと書いてあるから、あまりよく教育

内容を承知してないので、そこのところがちょっと気になったので

すね。

（宮﨑特別支援教育課長）

まず自立活動の指導について御説明をいたします。自立活動の指

導と申しますのは、特別支援学校の教育課程に設けられました障害

に基づく困難を改善・克服するために設けられた特別な指導領域と

なります。ですから通常の小中高等学校の教育課程には設けられて
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おりません。具体的に申し上げますと、例えば視覚障害の学校であ

ったら白杖をついた歩行訓練であるとか点字の指導。また視覚障害

でございましたら、補聴器の活用とか手話、指文字を使用したコミ

ュニケーション。それから肢体不自由でありますと電動車椅子の活

用など、その障害を改善・克服するための指導ということになりま

す。それで知的障害以外の視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱

については、時間割に位置づけられています。ただ知的障害に関し

ましては、学習したことが生活に般化しにくいという障害特性が昔

から言われておりますので、例えば時間割の中で１時間コミュニケ

ーションの指導を行ったとしても、それが他の場面に般化しにくい

という考えがございましたので、生活全般の中でやっていこうとい

う考えでございました。ただ現在は知的障害があっても、やはりそ

の時間の中で、例えばコミュニケーションであると、絵カードを渡

して要求を伝えたりであるとか、ＩＣＴ端末を活用して、して欲し

いことを選んで伝えるとか、そういう時間の学習をした上で、生活

の中でもその指導をしていこうということで、やはり時間における

指導と生活における指導、両面をやっていこうということで、ここ

に改めて書かせていただいている次第でございます。

（廣田委員）

それで大体わかったのですけども、他の障害種別については、今

まで通り時間割に位置づけられていたと、それを知的の場合も時間

割の中に位置づけようということなのですね。これは、長崎県だけ

がそうやろうとしているのか、他の県の場合もきちんと時間割りに

位置づけてやっているのですか。

（宮﨑特別支援教育課長）

知的障害に関しては、時間に位置づけているところと、そうでな

いところ、まだ県によって長崎県と同じように位置づけてないとこ

ろがございます。ただ、今の流れとしては時間の中にきちんと位置

づけて、時間における指導と学校生活全体を通した指導と両方やっ

ていこうということが、きちんと示されておりますので、それに沿

った流れでいこうと考えております。

（黒田委員）

質問ですけれども、資料の２４ページ、資料１３ですけども、一

番下に通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒数と

いうことで、まだまだ実質は、教育委員会の行った調査によると在
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籍が多いという、そういう障害の方が多いというのが、書いてある

みたいなのですが、これはどういうことなのでしょうか。

（宮﨑特別支援教育課長）

通常の学級に在籍しております発達障害のある児童・生徒につき

ましては、医師の診断ではなくて、学級担任の見立て等によります

ので、もっとさらに違う人が見たら、もしかしたら増えるという状

況はあるかもしれません。医師の診断がある子とない子が混じって

いるということでございます。ですからはっきりとわからないけど

も、病院に行けば診断を受けるかもしれない子どもはいるのではな

いかなと思います。

（黒田委員）

関連するのですけれども、そういう発達障害、ＡＤＨＤ的なもの

ですかね、発達障害が増えているというのは、どんなふうに原因を

見てらっしゃいますか。

（宮﨑特別支援教育課長）

ＡＤＨＤとかＡＤＤとかアスペルガーの方が増えているというよ

りも、周りの見る目がより適切というか感度が高くなって、この人

はＡＤＨＤじゃないかというふうな、見方が変わってきているとい

う状況ではないかと考えております。私が小さい頃からも、あの子、

変わっているよねという子がいましたけども、そういう子が発達障

害であるという認識がございませんでしたが、今はそれがＡＤＨＤ

の傾向があるから、あんな走って回るのよねとか、教室から飛び出

すのだよねとか、そういう見方が教員とか周りの見る人ができるよ

うになってきていることが最大の原因ではないかと思います。

（黒田委員）

そうしますと、それに対する対処といいますか、処置といいます

か、それをなくすための医療的な措置というのは、当然とられては

いるとは思うのですけど、その辺はどうなっているのでしょうかね。

（宮﨑特別支援教育課長）

やはり発達障害のある子ども達へ教育的な指導・支援を行うとい

うのは当然でございますが、それとともに薬による調整であるとか、

環境調整、そのあたりも非常に重要になってまいりますので、学校

も医療機関との連携を密に図りながら、両面から指導・支援を行っ
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ていくという体制をとっております。

（黒田委員）

わかりました。

（森委員）

長崎新聞に、夜１０時以降に寝る子の特性としてＡＤＨＤに似た

症状が出る子がいると載っていたのですけど、健全な早寝・早起き・

朝ご飯みたいな生活リズムが崩れてしまっている子も、そのように

見えたりする可能性があって、そういう子も先生たちの見立てで、

そっち側にカウントされている可能性もあったりするのですか。

（宮﨑特別支援教育課長）

そのあたりの見立ては、非常に難しいところがあります。特にＡ

ＤＨＤの子ども達は、本当に脳の特性によるものなのか、それとも

愛着障害であるとか、ほぼ同じような状況を呈するということがあ

りますので、そのあたりの見極めは現場の教員に掛かっているとこ

ろがあると思います。

ただ大きな違いは、愛着障害であればそれが満たされると徐々に

軽減したり、１人暴れている子に釣られて同じような行動をとって

いる子どもも、担任が変わるとすっと引いたりしますので、そのあ

たりによって、この子は本当に脳の障害がある子どもなのか、それ

ともそれに釣られてやっているのか、生活上の問題からやっている

のか、そのあたりで見極めることになると思います。

（平田教育長）

ほかにございませんか。

－－－－ な し －－－－

（平田教育長）

特にないようですので、質疑・討論をとどめて採決いたします。

第３３号議案は原案のとおり可決することに御意義ございません

か。

「異議なし」と呼ぶ者あり
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可 決

報   告（１）

（平田教育長）

御異議ないものと認めます。よって第３３号議案は原案のとおり

可決することに決定をされました。

続いて、報告事項に入ります。報告事項（１）について、説明を

お願いします。

（立木教育センター所長）

冊子１の２ページをお開きください。報告事項１「令和４年度 長

崎県教職員研修計画の策定について」御説明いたします。

本計画は、「１．」にお示しするとおり、改正教育公務員特例法に

基づき作成した「長崎県教員等の資質向上指標」を踏まえて、平成３

０年度から毎年策定しており、今回が５回目の策定となります。策定

した教職員研修計画は、別冊子でお届けしております。冊子１の２ペ

ージでは「２．」に重点項目をのみを示しておりますが、その点も含

めて、別冊子を用いて概略を説明いたします。冊子全体のうち、主な

変更箇所は３か所申し上げたいと思います。１０ページの「基本方針

２」に（３）を追加、１１ページの「令和４年度の重点項目」（１）

～（３）、その（３）と関連して、１３ページ以降に示す各課等の講

座の実施形態の表記の追加となります。それでは、別冊子の１ページ

から簡潔に触れてまいります。

まず１ページ上段には、先ほど説明した策定の趣旨を記載していま

す。

２ページから５ページには、教諭等、養護教諭、栄養教諭、校長等

の４種類の「長崎県 教員等としての資質向上に関する指標」を掲載

しております。この「指標」は、教職員の資質向上を図る際の目安で

あり、職責、経験及び適性に応じ、さらに高度な段階を目指す手がか

りとなるものです。

６ページから１２ページまでは、指標の活用について記載しており

ます。今年度は１０ページの「（１）研修実施に係る基本方針」の「基

本方針２ 多様な教育課題への対応」に、（３）としてICT活用に関す
る研修の充実を、新たに独立項目として起こしています。

１１ページには「令和４年度の重点項目」として「今日的な教育課

題に対応した効果的・効率的で質の高い研修の実現」を目指すことを

うたい、具体的には３点、「（１）今日的な教育課題に対応した研修

の充実」「（２）指標を基にした目的の明確化による、研修の質の向

上」「（３）新たな研修形態の導入による効果的・効率的な研修の実

施」を掲げています。特に（３）の新たな研修形態につきましては、
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質 疑

従来の「集合型研修」に加え、集合に近い研修形態を実現可能な双方

向型のリアルタイム型研修や、繰り返し視聴できる動画の特性を生か

したオンデマンド型研修、集合とオンラインを組み合わせた研修な

ど、オンラインの特性を生かした研修を積極的に導入し、効果的で効

率的な研修を提供したいと考えています。

１３ページ以降には県主催の研修を担当課室別に掲載しています

が、「講座名」の次に、今御説明申し上げた「講座型（形態）」を示

しております。１９ページ以降の教育センタ―を例にとれば、全１２

４講座のうち、集合のみの講座が３１、集合とオンラインのハイブリ

ッドの講座が４７、オンラインによる講座が４６となり、割合は２

５％、３８％、３７％となります。なお、具体的な研修形態につきま

しては、冊子１の３ページにも概要をお示ししていますので、御参照

ください。

冊子１の２ページにお戻りください。「３．今後の対応」に示すと

おり、本研修計画は、年度内に各市町教育委員会ならびに県立学校に

通知することとしております。

次年度も引き続き、本教職員研修計画の具現化を通して教職員の資

質向上を図り、そのことが“未来の創り手”である子どもたちに求め

られる資質・能力の育成につなげられるよう、努めてまいりたいと思

います。報告は以上になります。

（平田教育長）

ただいまの報告について、何か御質問等ございませんでしょうか。

（黒田委員）

これはすべて先生方にとっては義務研修になるのですか。

（立木教育センター所長）

様々な研修がそこの中に入っております。ちょっとわかりにくい

のですけれども、研修計画の冊子の一覧のページ、教育センターの

ところがわかりやすいかと思いますが、１９ページを開けていただ

いてよろしいでしょうか。どこのページでも同じなのですけども、

ちょうど中ほどに対象というのがありまして、高とか特とか、いわ

ゆる校種が書いてある横に、該当の該、そして希望の希とか、そう

いったものをつけております。研修の中には、該当するもの、例え

ば年次で初任者とか５年目という年次で該当する者や、職務、例え

ば教務主任、そういった職務で該当する者です。そしてそれ以外に

希望者が受けられる研修を組み合わせて、この研修講座が組み立て
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られているということになります。各課室の分も同じ状況になりま

す。

（伊東委員）

令和４年度にスタートしていくので、感覚的な話になるのかもし

れないのですけど、システムを作るのに、結構、投資があったと思

うのですが、コストパフォーマンスというのですかね、ある程度、

人件費は抑えることができるとか、そういう感触はどうなのかとい

うのを１つお伺いしたいです。

それと、教育センターの方でこういうことをできますと言ったと

きに、今度は受け手の人たちの教育は対応が進んでいるのかどうか

です。

次に例えばオンデマンド型となったときに、著作権の問題ですね。

全然知らないところで、情報が流出をする、そういうことに対して

の配慮は、どんなふうにされているのかお聞きしたいと思います。

（立木教育センター所長）

３点いただきました。まずオンラインの研修を入れる投資効果、

コストパフォーマンスということと、それから受講者側の受けとめ

方と、そしてオンデマンド研修の著作権の問題かと思いますが、順

次、少し御説明をさせていただきますが、まず投資効果という分で

言えば、確実に出張等で集合するものが来なくなる部分での例えば

旅費は節減できることになろうかと思います。ただ、まだ現時点で

は令和４年度、一応、計画の中では定員という形では一定こうして

おりますけれども、ただ例えば島から来る受講者と大村市から来る

受講者で金額等も違いますので、そういったところの厳密なところ

については、今、手元に資料を持つわけではございません。ただ実

際に、これを導入するに当たって例えば大きなシステムを構築して

いるということではなくて、あくまでも例えば双方向の分について

は、テレビ会議システムのライセンスを、一定、教育センターで使

えるものをライセンス購入させていただいておりますけれども、そ

れ以外のものについては一部、継続的な設備更新の中で、例えば電

子黒板、そういったものがありますけれども、何か大きなシステム

的なものを入れたということではございません。

それから２点目ですけれども、オンライン研修の受講者側の受け

とめ方ということになりますが、実際のオンライン研修を受けた職

員の評価は、まず従来からとっている、集合であれオンラインであ

れ、全ての研修で行っている評価がありまして、参考になった役に
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立ったとか有意義だったというところを１番として４段階で評価を

つけております。昨年度は４段階の一番上の評価が、９２．６％と

いうことでした。それが今年度１２月末までの数字ではありますけ

れども、８７．７％です。約５，０００人ちょっとの数字ですけれ

ども、これを細かく分けていくと集合が９１．８％ですので、集合

研修はこのコロナ禍であっても、昨年度と同じような評価をしてい

るのですけれども、オンライン研修の３つの形態をあわせると、４．

９ポイントぐらい、最高の評価は下がると思います。これはどうし

てもオンラインで、接続に支障があったりとか、対面ほどの熱感が

伝わらなかったり、そういったことがあるのかもしれないなという

ことは、我々も認識をしております。ただ年間を通して、受ける側

の習熟、実際に運用する側の習熟によってかなり改善してきている

ところも事実です。ですので、我々としてはこの数字が低いと見る

か、高いと見るかというのは、ちょっと難しいところがありますけ

れども、この数字の差を今後、埋めていくことが私たちの課題かな

という認識をしております。

それから３つ目の著作権の問題ですけれども、確かにオンデマン

ドの研修、動画は非常に配慮が必要になるかと思います。それで、

教育センターの場合には、ＩＤパスワードが必要なサイト、玖島の

杜という形ですけれども、そのサイトの中に、動画を入れる形にし

て、そしてそのＩＤパスワードについては、管理職員を経由して職

員に伝わる形、不特定多数の者が見られない形にしたり、あるいは、

例えば実際の動画をＹｏｕｔｕｂｅ配信の形ですね、実際の録画と

か、そういったことができない仕組みで配信したり、著作権につい

ては、我々も意識しながら不特定多数のところで悪い形で活用がで

きないように考えながら組み立てております。まだまだ様々な問題

も出てくるのかと思いますけども、そこについてはきちんと対応し

ながら、進めてまいりたいと思っております。

（廣田委員）

用語が難しいというか、ハイフレックス型とかですね、ハイブリ

ッド、リアルタイム、オンデマンド型とかね、オンデマンド型はず

っと聞いていたから、わかる気がするのですよ。私もずっとこれを

今までは現代用語の基礎知識という本をまず開いて、こういう用語

の場合は調べてやっていたのですけど、このごろ面倒くさくてスマ

ホで調べると結構、違うのですよね。オンデマンド型というのは、

現代用語の基礎知識には個別対応と書いてある。ところがスマホで

調べると、動画配信サービスみたいな、そういう書き方なのですよ。
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これを読んだときに、ハイフレックス型は何だろうか、ハイブリッ

ドはまあ車に、ガソリン車と電気と組み合わせた、それは意味がわ

かるのですけど、ハイフレックスとハイブリッドとどう違うのだろ

うかとかね、現場の先生方は、ちゃんとわかっているのかなという

思いがあったので、その辺はどうですかね。

（立木教育センター所長）

似た響き、似た概念で混同しやすい名前になっているということ

については、私どもも認識をしております。まず簡単に御説明しま

すと、そこにも書いているように共通しては集合とオンラインを組

み合わせたものが、この２つということ。実は策定委員会のワーキ

ンググループの会議を１１月に開いているのですが、その中でも話

題になりまして、これを一緒に、何でもかんでも集合とオンライン

をくっつけているのだから、ハイブリッド一括りの方がわかりやす

いのではないか、ただやっていることが、例えば教育センターでや

っているのですけど、事前に動画をしっかり観といていただきたい。

そして別の日に集まってもらって行う研修があったり、あるいは同

じ研修を、例えばある人たちはここに来て受けるけれども、ある人

たちはオンラインで参加する。いろんな公開講演会は、今でも多い

のですけれども、そういったパターンがある中で、同じ言葉で括っ

ていると、自分が受けたいと思っているものが、どんな形で受ける

のかということがイメージしづらいのではないかと、そこで少し敢

えて近い言葉、ハイフレックスというのはハイブリッドフレキシブ

ルの略だと私も勉強したのですけれども、結局、似た言葉にはなる

のですけれども、やはり組み立ての中で分けて、皆さんで考え手を

触れていただいて、徐々にハイブリッドが私たちの中で少し何とな

くイメージしやすいようになってきたりしているのと同じように、

少し時間をかけながら丁寧に周知をして、長崎県の中ではこういう

定義で運用しているのですという形で、皆さんの中で共通理解をつ

くっていかねばならないと思っております。これから努力をしてま

いりたいと思います。

（廣田委員）

安心しましたけども、現場の先生は本当にわかっているのかなと、

思ったものですから。それで今、大体わかったのですけど、オンラ

インの場合にはやっぱり評価が少し下がっていっている。対面型と

いうか集合型の方が、そういう意味ではよさそうな気がするのです

けど、コロナ禍の中ではどうしてもオンデマンド型研修が必要にな
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ってくるのではないかなと思ったのですけど、特に教育委員会その

ものが実施するのが、集合型ばっかりのような感じがするのですよ

ね。全然ないなと。教育センターの方はさっき言ったように、結構

そういうハイブリッドからオンデマンドいろいろあるし、利用する

方にとっては、コロナ禍の場合はオンデマンド型の方がいいのでは

ないかなと、思ったのですが、その辺はどうですか。

（狩野高校教育課長）

それぞれの研修には狙いと趣旨がございまして、どうしても集合

して協議をしていかないといけない研修もございますので、申し上

げたとおり、どうしても教育委員会の中では集合型が多いのですけ

れども、その趣旨に沿って集合型か、もしくはオンラインを使って

と分けております。

（立木教育センター所長）

全体としてのことについて少し数字で御説明申し上げたいと思い

ます。１３ページ以降に書いてあるものをトータルすると、教育セ

ンターの１２４を加えて２０１の講座がございます。その２０１の

講座を、教育センターとそれから各課室全部まとめた形で御説明す

ると、割合が集合だけの研修が４５％、そしてオンラインだけの研

修が３０％、そしてオンラインと集合を組み合わせたハイブリッド

とかハイフレックス、これが２５％ということになります。ですの

で、今、狩野課長が説明申し上げたように、その研修の必要性で、

いろんな議論をしながら、ハイブリッドがいいのか、オンラインが

いいのか、それとも集合だけがいいのかということは、教育センタ

ーと各課とも話しながら進めたものもございます。そうした中で、

トータルとして見れば県全体で半分を切る形で、集合のみの研修を

組んでいるところは御説明をさせていただければと思います。

（廣田委員）

もう１つは、先ほどもあった１０ページの基本方針４、研修をす

る以上は受ける側も、する側も評価が大事になるだろうと思うので

すよね。特にこのＩＣＴの研修の場合は大事なことなので、きちっ

とした評価やっていかないといけないだろうと思うのですけど、そ

れを最後の研修の評価だけでいいのかなと思う。要するに上級研修

とか中級研修とか下級研修、そういうのがあるのかどうかわかりま

せんけど、レベルを上げていく研修、受ける側の評価をもとにした

上級、中級、下級とかね、そういう評価をしながら、どんどんスキ
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ルアップしていくことが必要ではないかなと思ったのですけど、そ

ういう試みはあるのですか。

（立木教育センター所長）

ＩＣＴに関して、今年度はＧＩＧＡスクールの地区別研修会で、

県内の各市町の会場に義務教育課と教育センターが出向いて全体の

研修をしてまいりました。あるいは研修講座等行っていったのです

けれども、今、委員が御指摘されたように、それぞれの方のスキル

とか習熟度によって、私どもの意図するものと、彼らが求めるもの

のマッチングに非常に課題が大きいところを認識しております。そ

こで来年度につきましては、基礎的なものにつきましては教育セン

ターの方で担う。そして上級の方については義務教育課の方で担う

ことで研修会、講座を組み立てておりまして、具体的には、教育セ

ンターの方で行う基礎的なものについては、教育センターのお手元

の冊子、番号で言えば１１５から１１８に１人１台端末活用基礎で、

それぞれの市町が使っている統合サービスの違いによって２種類な

のですけれども、長期に渡るスパンで、研修期間を何日から何日と

限るのではなくて、数カ月単位とすることで、計画的に自分の使え

る時間に観ていく、そして動画ですので繰り返し確認ができる。そ

ういう形で基礎力をしっかりと定着していただこうという講座をつ

くっております。

それから義務教育課の方では、もう１つエヴァンジェリスト講座

というのがございます。

（加藤義務教育課長）

義務教育課の方では１４ページにございます。１４ページの（３）

に５、７、１２で長崎県ＩＣＴ活用エヴァンジェリスト育成研修と

いう研修を行うこととしております。このエヴァンジェリストとい

うのは伝道者という意味でございます。各市町のＩＣＴと授業づく

り、この融合をトップレベルでできる方を育てていきたいというこ

とで、それぞれの段階に応じながら、教育センターと一緒に研修を

深めていこうと考えております。

（廣田委員）

ありがとうございました。特にこのＩＣＴ研修に関しては、従来

のように研修が終わってよかったですか、悪かったですかみたいな

評価では今後は続かないだろうと思うのですよね。進歩していくの

で、今、お聞きして初級の段階と中級の段階があるということなの
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で、さっき義務教育課長がおっしゃったような、この伝達者研修が

必要になってくるだろうと思うのですよね。だから少し高いレベル

の研修も設定をしてやらないと、現場は本当にやっていけないなと

いう感じがするので、通り一遍の研修だけじゃなくて、来年もまた

変わってくると思うのですけど、特にＩＣＴに関しては、そういう

ことを頭に置いといていただければという感じがいたします。

（小松委員）

全体読ませていただいて、現代のいろんな教育の課題に取り組ん

でいくのだよと、そして教育を受ける側の目標は、この２番目の指

標ですね、それを自分がきちんと獲得できる教育をやっていくのだ

よということと、それから従来、集合教育だけだったのだけれども、

それをより効果的に行うためにオンラインを導入するということ

で、非常によくわかりやすくなっているかと私は感想を抱きました。

ただ２ページ目の表現ですね、読みながら詰まったところは、１つ

は４年度の重点項目の（１）の中では、例えば今日的な教育課題と

いう表現がしてありますけども、今日的な教育課題というのは何だ

ろうかと、この言葉を使われたら、来年も再来年も１０年後も使え

るわけですよね。例えば読解力とか主体的なものを考えるとか、そ

ういうものが非常に今の教育に重要視されているわけですけども、

それがわかる表現にされた方がよかったのではないだろうかという

感想が１点と、それから（３）ですね、従来の集合教育に加えてと

書いてあったものですから、実はまだ集合教育にまた何かを加える、

集合教育はたくさんあるのに、まだ加えるのかという感じがしたも

のですから、実は去年いただいた資料と、全部比べてみたのですよ。

結果的にいろんな課ごとにプラスマイナスありましたけども、トー

タルはちゃんとあっておりました。加えてはなかったので安心した

のですけども、ここの中で一番重要なのは、先生達に効率的な教育

を受けていただいて、在校時間を確保していただくというところが

非常に重要だと思いますけれども、表現としては集合教育に加えて

という、ここのところは不要ではないだろうか、まさにオンライン

を活用して、集合教育をさらに効率的なものにするのだよというこ

とが目的でございますので、従来の集合研修に加えてという、この

言葉は要らないのではなかろうかと思った次第です。

（立木教育センター所長）

委員の御指摘については確かにその通りだなというところもあり

ますけれども、私どもの意図した、今日的課題は、様々な課題を包
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報   告（２）

括的にしっかり取り組まなきゃいけないということでまとめてしま

っていること、それから加えていく分については、形態を加えたと

いうつもりではあるのですけど、確かに読みながらそういった御指

摘もありますので、今後、説明する中で、しっかりと誤解を生まな

い説明にしてまいりたいと思います。ありがとうございました。

（平田教育長）

ほかにございませんか。

それでは、御質問がないようですので、続いて報告事項（２）に

ついて、説明をお願いします。

（加藤義務教育課長）

冊子１の４ページを御覧ください。報告事項（２）「ＧＩＧＡスク

ール推進サイト」について御報告いたします。

本年度、一人一台端末の教育実践が、各学校でスタートしました。

本年度の大きな目標は、すべての教職員とすべての子供たちが端末の

活用に慣れることを目標に進めてまいりました。ここから、ＩＣＴを

質の高い教育に、また、教職員の働き方改革に繋げていくことが必要

であると考えております。そのためには、優れた教育実践や情報を学

校や市町の枠組みを超えて、県内の学校で共有できる環境を提供する

ことが、学校への有効な支援策の一つであるという立場から、ＧＩＧ

Ａスクール構想のプラットフォームとなるサイトを立ち上げました。

「２」のサイト構築につきましては、県内事業者に委託し、サイトの

仮構築後、１１月に県内８０校で先行体験をしていただきました。そ

の先行体験の御意見を踏まえた回収を行い、この２月に稼働いたしま

した。「３ サイト機能について」を御覧ください。本サイトは、長

崎県の教職員限定のサイトとしております。サイト作成のコンセプト

を「みんなでつくるサイト」として市町教育委員会や学校と双方向で

作り上げていくサイトとしました。各機能については、実際のサイト

を使って御説明いたします。

ながさきＧＩＧＡスクール推進サイト、愛称は、「ながさきＧＩＧ

Ａちゃんねる」ということから「ながさきＧＩＧＡちゃん」と命名し

ました。ＴＯＰページには、各種新着情報を掲載しております。

まずは、資料①にございますが、県内各学校における実践事例です。

例えば新着順であったり、学年や教科、様々な形でこの実践が検索す

ることができるようにしております。また、閲覧者が「参考になった」

という反応を返すことができるようになっております。その内容を見

ていきますと、こちらは南島原市立布津中学校の実践になります。こ
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のような実践をしましたということで、まず実践事例が紹介されま

す。ICTをこのように使い、グラフ化をしたり、子どもたちの感想を
共有したりという実践でございます。例えばこの実践をしたときに、

この授業ではこのワークシートを使ったということで、ワークシート

も共有しながら、教職員が授業の取り組みを進めていくことができる

ようにしております。授業以外にも、例えば、様々な教育活動でICT
を活用した実践が紹介されております。これは保護者の方々が実際に

端末を使いながら研修をしていくためのワークショップの内容が示

されております。ワークショップの内容としましては、端末を持ち帰

るときに心配なこと、不安なこと、期待することを話し合おう、また、

家庭でやってみたいこと、学校にお願いしたいことを出し合おうとい

うことで、保護者の方の研修についても紹介がなされております。そ

の他にも、例えば、ICTを活用して主体的に家庭学習に取り組む方法
であったり、また、デジタルドリルを有効に活用する方法が掲載され

ております。２月にスタートしまして、現在１２４件の内容が掲載さ

れている状況でございます。

次に②にあるＧＩＧＡスクール情報といたしまして、全国的なも

の、また、県、市町教育委員会の情報が一覧できる内容となっており

ます。

そして、③のスキルアップ動画です。端末やソフトの扱いで困った

ときのコンパクトなお助け動画や、様々な研修会での講演動画などを

掲載しています。例えば、アンケート機能を使って、テストを作成す

る方法についてです。

～（動画視聴）～

５分程度の動画ですが、教員が困ったときにすぐに使える動画を準

備しております。またその他にも、県の情報化推進協議会で使った動

画になります。

～（動画視聴）～

このような動画を各学校での研修やPTAの研修にそのまま使える
よう提供させていただいております。

資料④になりますが、県がこれまで作成してきた学力調査問題をデ

ジタル化したコンテンツを掲載しました。これをダウンロードすれ

ば、子供たちが自分の端末で調査問題に取り組むことができ、採点も

自動採点ができ、また、例えば英語の調査問題でヒアリングの問題に

も自分たちの端末で取り組めるデータを提供しているところでござ

います。

現在、学校から投稿された内容を見ると、私たちが想像していなか

った興味深いＩＣＴ活用が進んでおります。この優れた取組を先生方
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質 疑

がすぐに、またどこでも手にできる環境づくりとして、本サイトの活

用を進めてまいります。

以上で、報告とさせていただきます。

（平田教育長）

ただいまの報告につきまして、御質問、御意見等ございませんで

しょうか。

（廣田委員）

今の学力調査問題のことなのですけど、私の記録の中では、ダウ

ンロードし、デジタルドリルとして活用可能と書いてあるのですよ

ね。ちょっと学力調査問題出してもらえますか。例えば小学校算数

Ｂ、どれでもいいです。国語でもいいですけど。

（加藤義務教育課長）

申し訳ございません。こちらの通信環境が、ここで接続できない

形になっております。

（廣田委員）

例えば、学力調査問題を、もし私が利用するとしたら、いっぱい

年度の問題がある中で、ある分野を引っ張り出して、例えば各年度

の平面図形のとこだけを引っ張り出して、そして教師がテスト問題

を作ってそれを生徒にさせると、紙に印刷してね。そういうことが

可能なのですかね。デジタルドリルとしてというのは、画面上でし

か操作できないということなのですか。

（加藤義務教育課長）

今回の提供につきましては、あくまでもデジタルドリルとして提

供しております。ただデジタルファイルですので、それぞれの先生

方が、そこに加えながらリニューアルしてまた使うということは可

能になっております。

併せまして、紙での提供につきましては、ほかのサイト等でも各

学校が自由に使える形で提供しておりまして、これに加えてデジタ

ル化したものを今回、提供しているということになっております。

（廣田委員）

それで大体わかりましたけども、私が聞きたかったのは、そうい

う分野ごとに取り出して、デジタル画面上で問題を作って、それを
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子ども達に、ペーパーに印刷してできるようにすれば意味があるか

なと思ったのですけど、ただデジタル画面上だけでテストしても、

評価とかをするときに、やりにくいのではないかなと思ってね。

（加藤義務教育課長）

デジタルでやったときには、教員のところに結果は戻ってくると

いう形になっております。併せまして、その分野ごと、内容ごとに

ついての整理につきましては、私どもも、必要だと考えておりまし

て、これも別のサイトで提供しているのですが、例えば国語の文章

題の問題だけを切り取った形で生徒たちが取り組めるような提供は

現在、実施をしているところでございます。

（小松委員）

基本的なところがわからないのですけど、これを構築していくの

は、県内の事業者がされるわけですけれども、その情報、こういう

ことをやっているよという情報を与えるのは、事業者に与えていっ

て、作っていくわけですね。各学校から何か直接どんどんやってい

くのですか。それとも、教育委員会に集まって、集合されて、教育

委員会の中からまた情報は行くのか。

（加藤義務教育課長）

今回は、それぞれの学校から、またそれぞれの教育委員会から直

接、投稿できる形にしております。ですので、即時的にできるだけ

多くの情報を動かしていきたいという意図で、そのようなことにし

ております。

（平田教育長）

このサイトの管理は誰がやるのですか。

（加藤義務教育課長）

サイトの管理は義務教育課がやっております。

（平田教育長）

サイトのこの作成を、この企業タウンがしているのですけど、管

理は義務教育課が行っている。

（小松委員）

そしたら県内の情報はわかりますけども、県外のいろんな情報は、
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それはどこが、やっぱり教育委員会の方でやられるということです

か。

（加藤義務教育課長）

県外の情報につきましては、様々な情報が私どものところに入っ

てまいります。それを一元的にこのサイトで見られるように掲載を

していくということで考えております。

（小松委員）

非常にいいと思うのですよね。企業の中でも各部とか、もしくは

各工場はいろんなことをやっているもので、いい例をどんどん見習

っていこうということで、言葉としては、「よかとこどり」という

言葉を使っていたのですけれども、そういうのができていいなと。

非常にいい仕組みを作っていただいたなと思っておりますけれど

も、義務教育課の方から、報告があっているのですけれども、これ

を推進していくのは義務教育課なのですか、それともＩＣＴ教育推

進室ができていますよね。このＩＣＴ教育推進室の方がやる気がし

たのですけど、いかがですか。

（加藤義務教育課長）

このサイトにつきましては、義務教育課で構築をしているところ

でございます。内容につきましては、ＩＣＴ教育推進室と話をして

いるのですが、例えば県立学校の情報が入っていったり、また共有

ができていったり、そのような広がりを作りながら、多くのよりよ

い情報を提供できる環境を作っていく必要があると考えているとこ

ろでございます。

（小松委員）

あと１点ですけど、これを活用していくに当たっての学校サイド

での推進役はどういうふうになるわけですか。

（加藤義務教育課長）

学校に本年度お願いしていますことは、全ての学校から１つ以上

の実践を掲載して欲しいとお願いをしております。もう既に２つ、

３つと幾つもの情報を掲載していただいているところもございます

し、これを見て実際に参考になったというボタンもありますので、

一緒にこのサイトを作っていくことができればよいと考えていま

す。
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（小松委員）

私が言ったのは、学校の組織としてというか役割として。

（加藤義務教育課長）

学校がまず掲載するときには、実際に資料を作るのは担当の教員

であったりするのでしょうけど、それを一度、校内の中で管理職と

共有した上で、掲載をしていくという約束ごとを作っております。

（黒田委員）

短期間にどんどん進んでおって素晴らしいと思っておりますけれ

ども、いいコンテンツのものが情報として挙がっていく中で、じゃ

あ自分の学校は、自分のこの教科はどこを取り入れて集中してやっ

ていくのかという、そういう判断は、大変難しい問題になってくる

と思うのですが、その辺の判断はどういうふうになっていくのでし

ょうか。

（加藤義務教育課長）

ここに参考になったというボタンを押せる形にしております。こ

れによってただ単に情報が並んでいくだけではなくて、質の高い情

報がより見やすいところに掲載されていくのではないかと思ってお

ります。

また併せまして、検索方法も教科であったり学年であったり、ま

た内容に応じて検索ができますので、日常的に使っていただけるよ

うになることが、私たちの想定しているものでございます。

（黒田委員）

関連ですけども、現場では集中と選択が大事になってくるのでな

いかなと思います。もうばらばらで、あれもこれもいいよというこ

とになってくると、授業が逆に混乱していく、その可能性があるわ

けですから、運用というのはきちんと、ある程度のルールというか、

学校内で例えば教科なら教科の主任を中心にして決めていくとか、

そういう方法が必要でしょうね。

（加藤義務教育課長）

実践の中から、どれを選んでいくかということが大きなポイント

になっていくかと思います。もう１点では、実践を見せていただき

ながら、やっぱりなるほどと思うことがございます。そこで発想が
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広がったり、発想が転換したり、それで先生方の実際の指導が変わ

っていくのではないかということを期待しているところでございま

す。

（森委員）

お尋ねなのですけども、私立の小中学校や高校で、タブレット端

末の活用は結構、公立、県立よりも進んでいる感じがしているので

すけれども、情報の共有や連携は今後、可能性としてはあるのでし

ょうか。

（加藤義務教育課長）

今回、実際に私立の小中学校や、国立の学校にも、この紹介をし

ております。ですので、できれば国立、私立問わず、優れた実践が

掲載されていくと良いと思っております。

（伊東委員）

すごくいいアイディアをたくさん活用することができたらいいな

と思いました。素晴らしいアイディアを出したところに教育長賞と

か、そういうもので表彰していく、そういうのがあると、皆さん励

みになるのではないかなと思いました。

（平田教育長）

ありがたい御提案でございます。考えます。

（加藤義務教育課長）

いかにサイトを作っても、それをどう使っていただくかというこ

とが、重要になってくるのかと思っておりますので、このサイトに

ついては様々な場面で話題にしたり、例えばこの学校のこの実践が

素晴らしいというのを具体的に紹介したり、どんどん情報を発信し

ながら伝えていきたいと思っております。教育長賞もお願いいたし

ます。

（小松委員）

関連してなのですけど、僕はそういう素晴らしいことをやってい

ることを、非常にオープンにしていただく、そちらの方も大事なの

ですけど、感性働かせてそれを実行に移される先生も評価しないと

いけないと思いますので、評価に当たっては両面、お願いしたいと

思います。
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報  告（３）

（平田教育長）

まだ実行すると決めたわけではございませんので、じっくり考え

ます。先ほどの小松委員の補足なのですけど、誰がこれを動かすの

かという話は、今年からもう既に地区別の研修会をＧＩＧＡスクー

ルの推進については研修会をやっております。そこに各市教委とか、

学校からも推進役の人が来てくれるという話をして、そこに来ても

らって、市町教委だとか、学校での推進役には、研修を今年はもう

やっているのですよね。さらに先ほどの研修の紹介の中にもありま

したけど、エヴァンジェリスト研修を義務教育課がやっておりまし

たけど、その研修も、こういうことの活用のリーダーになってもら

うということを、まさに使途として、エヴァンジェリストとして活

躍してもらうという意図としての研修でございます。

ほかにございませんか。

特に御質問等がなければ、続いて報告事項（３）について説明を

お願いします。

（加藤義務教育課長）

冊子１の５ページを御覧ください。報告事項（３）「令和４年度栄

養教諭選考試験の結果について」御報告いたします。

試験結果の前に、栄養教諭への任用替えについて、１２月のお尋ね

をいただいておりましたので、資料中ほどにある〈参考〉と記した内

容を使いながら御説明いたします。従来、学校には、学校栄養職員を

配置しておりました。しかし、平成１７年に食育基本法が施行され、

学校に学校栄養職員に変えて、「栄養教諭を置くことができる」とい

う制度が創設されました。学校栄養職員と栄養教諭の職務内容の違い

は、資料を御覧ください。いずれも中核的な職務である（１）の「学

校給食の管理業務」はございます。これに加えて、栄養教諭には、（２）

～（３）のような「食に関する指導」が職務に加わることになります。

それでは、学校栄養職員が、「食に関する指導」をしていないのかと

いうとそうではなく、栄養教諭に準ずる職として、可能な範囲で実施

していただくことになっております。栄養教諭制度の創設を受け、全

国的に、学校栄養職員から栄養教諭への任用替えを進めております。

この任用替えの出願資格が、資料に記している（１）から（３）の全

てに当てはまる方であり、この出願資格は国が示した内容を踏まえて

定めております。長崎県においても食育の重要性を鑑み、この任用替

えを積極的に進めてまいりました。平成１９年度に任用替えをはじ

め、１１名の方が任用されました。その数が、資料にありますように
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報 告 （ ４ ）

現在、正規、再任用あわせて９７名の栄養教諭が勤務しております。

なお、長崎県における栄養教諭の割合は、７３％であり、全国平均よ

りも１０ポイント程度高い状況にあります。

それでは、昨年１２月に行った選考試験につきましては、「１」の

試験内容で実施いたしました。また、「２」にありますように、学校

栄養職員２名が志願し、受験いたしました。厳正に選考を行った結果、

適任者として２名を任用することといたしました。今月中に合格通知

を行い、令和４年度定期人事異動に合せて発令いたします。

以上で報告を終わります。

（平田教育長）

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。

－－－－ な し －－－－

（平田教育長）

特にないようであれば、続いて報告事項（４）について、説明を

お願いします。

（狩野高校教育課長）

６ページの報告事項（４）を御覧ください。

この３月、公立高校の卒業予定者の就職内定状況について御報告し

ます。このデータは、高校教育課が調査しました公立高校の全日制・

定時制 の１２月末現在のものでございます。１の「就職内定状況」

についてはこの３月卒業予定者を含め３年間分のデータを載せてお

ります。太枠で囲んでおりますこの３月卒業予定者のデータのうち、

特にゴシックにしている数字を中心に御説明いたします。全体の就職

内定率は９４．７％で、コロナ禍前とほぼ同水準となっております。

また、就職内定者の県内割合は７０．２％で、平成２３年度以降の最

高値となっています。この理由としてはコロナ禍による地元志向の高

まりも一定数見られますが、それ以上にこれまでの県内就職支援の取

組の成果であり、また多くの先輩が県内企業に就職していることでそ

の背中を後輩が追っていることなどがこの結果につながっているも

のと考えております。また、未内定者数は１１４人で、前年度比８０

人減少となっており、平成２３年度以降、最も少なくなっております。

なお、１月末の速報値ですが、未内定者数は１１４人から５７人に半

減する見込みです。次に２の「学科別就職内定状況」ですが、表の左

下の卒業予定者数が前年度比で２６９人減に対して、就職希望者数は
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質 疑

２８０人の減となっております。就職希望者数の減少幅が大きくな

り、一方で進学希望者が増えているのは昨年度からの傾向ですが、こ

れはコロナの影響以上に、将来を考えると進学してより高い知識や技

術を身につけたり、資格を取得して就職時の選択肢を広げたい、とい

う意識が広がっているものと考えております。特に県内割合を押し上

げている要因として、約８割の生徒が就職する工業高校生の半数以上

が県内に就職していることが挙げられます。上から３つめの工業高校

の欄の右端を御覧いただくと、県内割合は今年度が５８．７％です。

参考までに工業高校の県内割合について直近３年間の推移を申し上

げますと、平成３０年度は４５．０％、令和元年度は５０．１％、令

和２年度は５５．１％と毎年５％近く上昇してきました。ちなみに平

成２６年度が２９．３％でしたので、この８年間で約２倍の県内割合

となっており、工業高校がお互いに情報交換をするなど一丸となって

県内就職支援に取り組んできた成果ともいえます。最後に７ページに

は平成２３年度から令和３年度までの９月末から３月末の「月別就職

内定率」を上段の表に、また下段には「県内就職割合の推移」を掲載

しております。

平成２４年度からキャリアサポートスタッフを配置するなど、特に

この１０年間、県内就職の支援に取り組んできました。県内企業説明

会や企業見学などの実施により、生徒の県内企業への理解が進んでき

たことに加えて、企業様のご努力として給与や休日などの処遇改善や

求人票の早期提出などが進んできたことなどによって、高校生の県内

定着が進んだものと考えております。以上です。

（平田教育長）

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。

（小松委員）

工業高校の県内就職率の推移を上げてもらったのですけど、本当

嬉しいですね。工業会の中にあって、これを推進していった１人と

して非常に嬉しく思いますし、特に最近、企業のＰＲですね、いろ

んなところがＰＲをテレビの中でやっていただく時代になって、こ

れが当たり前の時代になったことで、双方向の学校側も企業側もお

互いの立場、どういうことをやっているのだろうかというのを知り

合う中で、効果が上がってきて、非常に嬉しく思う次第です。

それから今回、６ページの２番目の中で、情報が非常に脚光を浴

びているのですけれども、就職を希望される中の全員が県内という

ことなので、非常にありがたいのだけど、質問は３９名のうち残り
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の３５名の方々は、就職じゃなくて、やはり進学かなんかされるの

ですかね。

（狩野高校教育課長）

３９名のうち４名就職希望ですので、あと３５名は大学とか専門

学校とか進学を希望しているということになります。

（小松委員）

そうすると、今後なるべくそういう方々も本当は追っかけていっ

て、せっかく情報として、情報科を設けて、長崎で定着するように

やってきているわけですから、大学に行かれてもなるべく長崎の方

を見ていただく仕組みを考えていただければと思う次第です。

関連して、その他に卒業予定者と就職希望者の差が大きい、農業

とか商業、それから家庭科ですね、就職希望者以外の方々というの

はどういう進路を選んでいらっしゃるのか、かいつまんで教えてい

ただければありがたいのですが。

（狩野高校教育課長）

今あげられた商業とか家庭科というのは主に専門学校が多い状況

でございます。

（小松委員）

そういうことですか。もう１点いいですか。この中で１番の就職

内定率、内定状況の中の推移なのですけれども、去年まで書いてあ

った県内の求人数は、今年はどうなっているのですか。ちなみに令

和２年度では確か５，０６０人、令和３年では４，０２２人、時期

が、１月末の数字なのかよくわからないのですけど、今年は県内の

求人数というのはどのぐらいになっているのですか。

（狩野高校教育課長）

細かい数字は持ってないのですけれども、コロナ禍の前の２年前

は、確かに県内求人数は多かったのですけれども、ほぼ昨年並みか

若干、今年度の方が求人数は増えている状況でございます。

（廣田委員）

今日の日経新聞に、大阪府が高校生の就活を１人２社にする、政

府としては１人１社制からの転換を進めていると。現在３県が複数

社の就活を認めているという記事だったと思うのですけど、九州は
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ほとんど導入してないのですよね。２社というのはね。長崎県はど

ういう方向性にあるのかね。例えば来年から生徒達にとっては１人

２社選べた方が安心材料にはなるのかなと。ただ企業側にとっては、

内定がぐらついてというデメリットがあるのかもしれないけど、長

崎県としてはどういう方向に向かっていくのかですね。

（狩野高校教育課長）

まず、１人１社制にするか、複数制にするかということは、毎年

３月に就職問題検討会議というのを立ち上げておりまして、そこで

議論していくことになっております。構成メンバーが労働局とか職

安、商工会議所連合会とか商工会連合会です。あとは公私立の学校

関係者とか、あとは高校教育課、産業労働部、各方面から参加があ

ります。多方面から様々な協議をしまして決定しているということ

がまずあります。いずれの制度を取るにしましても、今、廣田委員

から御指摘あったようにデメリットもあればメリットもあると、そ

れぞれ表裏かなと思っています。実態を申し上げると、本県では９

月１６日から１回目の選考採用が始まるのですけども、それが１人

１社制と、１０月１５日からは複数応募としておりますけども、実

際、複数応募を活用している制度は２・３％になっています。

また今年度、特に就職希望者が多い３３校に対して、どちらの制

度がいいかとアンケートを取っています。３３校とも現状の１人１

社制がいいという回答を得ております。国が今、おっしゃったとお

り、１人１社制の見直しを２０２０年に求めているのですけれども、

その背景としては高卒者の３年以内の離職率が約４割あるというこ

との懸念だろうと思っております。本県としましては、これは恐ら

く生徒と企業のミスマッチがあっているということで、そうならな

いように、いわゆるキャリア教育の充実ということで、例えば２年

生時期から企業見学会とか企業説明会、また３年になると６月に早

期応募前の企業見学会とか、後はキャリアサポートスタッフによる

県内企業の情報提供ですね、後はインターンシップとか、手厚く、

１人１社に絞る前に複数社、研究をさせる機会を設けております。

今後、また時代も変わっていきますと、雇用環境とか、あとは採用

環境とか変わっていく可能性もありますので、１人１社ありきでは

なくて、先ほど申し上げた会議の中で、議論を尽くしていかなけれ

ばならないなと思っております。

（廣田委員）

そういう会議で１人１社制、その後の１０月以降は複数社がいい
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ということで、そうなると、今日の新聞記事で行くとどっちに入る

のですかね、長崎県の場合は、これは、１人１社制なのか。

（狩野高校教育課長）

長崎県の場合は１人１社制になっております。先ほどもあった３

県ですね、沖縄県と秋田県と和歌山県、この県が複数応募制ですけ

ども、後の４４県については１人１社制で、その４４県も本県と同

じように最初は１人１社制で１０月もしくは１１月からは複数応募

にしているという県が、ほとんど全部でございます。

（廣田委員）

生徒の気持ちとか、生徒を指導する先生方の気持ちとしては、私

まだよくわからないのですけども、１人１社制がいいのか、生徒の

気持ちとしては、もう複数あった方がいいのではないかなという気

がするのですけど、その辺はどうなのですかね。

（狩野高校教育課長）

労働局が昨年度、聞き取り調査をしている結果があるのですけど

も、生徒に現行の１人１社制がいいと、そんなに数は多くないので

すけれども、１９名に聞いています。１１名は現行の１人１社制が

いいと。６名は複数応募がいいと。その他が２名です。ですから若

干、今は１人１社制がいいという生徒が多いのですけれども、ちょ

っと割れている状況です。学校側は圧倒的に１人１社制がいい。企

業にも聞いています。企業は、参加社としては１８件ですけれども、

現行のままがいいが１２件、複数応募がいいが５件、その他が１件

と、それぞれの立場、立場でいろいろ意見が分かれているところで

ございます。

（廣田委員）

メリット、デメリットがあるようですから、ただ政府が１人１社

制の見直しを進めているということは、今後、大阪も出てきたとい

うことですから、だんだん、そういう傾向に行くのかなと思ってい

るのですけど、今の状況では長崎県はメリット、デメリット考えな

がら今後の経過を見守るということでいいですか。

（狩野高校教育課長）

そのとおりでございます。例えば今、大阪府の話をされましたけ

ども、来年度が１人２社制までということが新聞にも掲載されてお
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りましたけども、あくまでもこの１人２社制というのは公開求人で

併願を認めている企業ならば２社まで応募できる。指定校求人につ

いては従来の通り１人１社制ということで、企業側が自分のところ

は１人１社制、自分のところは複数応募制というふうに選べるよう

なシステムになっているようです。ですから、今後、長崎県もその

ようなことも含めて議論していかなければならないだろうと思って

おります。

（平田教育長）

ただいまの意見は、廣田委員のお話だと、国が１人１社制の見直

しを進めているということに関しては、実は新聞記事で出る部分、

日経新聞とかそれ以外の地元の新聞では、あたかも推進しているか

のように書いてあるのですけど、厚労省と文科省が出している実際

の報告書を見ますと、必ずしも推進しているようには読めないとい

うのが実はそういう文書になっているのです。今、話があったよう

にいろんな課題があると。結局、出だしは推進しようみたいな感じ

なのですけど、結論を見ると、いろんな課題があるので、これも含

めて検討してみたらぐらいの感じで終わっている。最初は１社で先

ほど言いましたように、一巡したところで２社もオーケーになる、

次もオーケーができるという今の姿勢をやっぱり変えるべきだとい

う明確な方向が出ているという雰囲気ではない。実際、文章読めば

ですね。実際問題、複数社応募になると、高校生も就職先が決まる

までの時間が長くなるということは間違いないです。それだけ応募

する人が増えれば、１回目の希望で落ちる子どもも増えるというこ

とになりますから。結局、企業の方も人気があるところはたくさん

応募してくれて選べるのですけれども、逆に先ほどあった、内定出

した企業がみんな辞退されちゃうという事態もあり得るということ

で、そこは非常に難しい判断があるということで、今のところでは、

先ほどもありましたように、現状の制度が良いと希望されている企

業とか学校が多いので、現状維持でいこうというのが基本の方針と

いうことです。全国的にも、なかなか見直しが進まない、やはりそ

ういう背景があると御理解いただければと思います。ただ先ほども

言いましたように企業の絡みとか、２社制に転換する２周目の入る

時期が、今、本県では９月１６日から始まって、１カ月待たないと

いけないというところがあるのですけど、逆に企業に採用決定をも

っと早く出してもらって、２周目にいくことを早められないかとい

うことは例えば考えられるかもしれない。課題認識としては様々な

検討をする必要があるだろうというのが、今の我々の考えと御理解
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いただければなと思います。

（伊東委員）

先ほど、３年以内の離職率が４０％ぐらいというお話があったか

と思うのですけど、これは長崎県のデータですか、全国のデータで

しょうか。

（狩野高校教育課長）

これは全国的な傾向でございます。長崎労働局の調べによります

と、平成２９年度３月に卒業した生徒、３年以内に離職したのが全

国で３９．５％、長崎では４４．３％ですので、若干ですが全国よ

り高い離職率になっております。

（伊東委員）

離職した生徒というか卒業生の、その後のフォローというのは何

かデータがあるのでしょうか。

（狩野高校教育課長）

そこまでは把握はしておりません。卒業する段階で、もし離職を

するとかいうことがあれば高校には相談をしなさいということ、後

は離職した場合にはこういったところに相談行けますよという情報

は流すのですけれども、卒業していくときは前向きな気持ちで、ま

さか自分が離職するとは思って行かないものですから、そこまで数

え切ってはないのですけれども、情報としてきちんと把握している

かと言われると、離職者の把握はしてない状況でございます。

（平田教育長）

今のお尋ねに関しては、卒業した後の状況を追いかける手立てが

ないのです。

（伊東委員）

そうですよね。大学生でも結構難しい状況です。

（平田教育長）

登録させるわけにはいかないので、幾ら追いかけようとしても、

もう結局、追いかける手立てがないのですね。それで、３年後の離

職率に関していけば、もともと七五三というのが定型句でありまし

て、中卒は３年以内に７割、高卒は５割、大卒は３割というのが、
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昔からの、大学生はいまだに３割のはずです。３年後の離職率、中

卒はもうほとんどないのですけど、高校の離職率はもう５０％近い

という、実はそういう率だったのですけど、最近は全国で４０％程

度ということで、これは良くはなってきてはいるというのが事実で

す。ただ長崎県が高い状況があることは確かで、離職率を改善しな

いといけないことは、いろんな意味での大きなテーマになります。

教育委員会サイドとしては、先ほど高校教育課長がまさに言いまし

たように、そもそも、もう就職するときのマッチング、そこを丁寧

にする必要がある。つまりもう別にどこに行きたいと思っていたわ

けじゃないのだけど、先生からここに就職しろと言われたからしま

した。行ってみたら、全然思っていた仕事と違うので辞めましたと

いう、簡単に言えばそういうようなことにならないようにというよ

うなマッチングです。

それから企業サイドにとってみれば、採用した子どもさん、従業

員が離職しない職場環境をきちんと作ってもらう。それはキャリア

のコースであったり、当然、給与であったり休みであったりという

体制をとってもらう。そういうようなことについては産業労働部の

方が今度は役割になってきますので、教育委員会からと産業労働部

の方でお話をして、企業側のお願いと、それから先ほどのマッチン

グと、お互い連携しながら離職率は減らしていこうという取り組み

を進めていくという全体の流れになっています。

それから、もし離職したらという話で、特に工業高校が就職する

割合が多いので、できれば離職するときには学校に連絡してくれな

いかという話を工業高校の中でも卒業するときに何か一言、言うと

かですね、何かそういうようなこともしようという動きは今、あっ

ております。

（森委員）

ちょうど私の周りに今、卒業して３年目ぐらいの子ども達がいる

のですけれども、離職したい、職を変えたいという子が多いです。

給料の問題だったり、仕事が単調で自分の人生これでいいのかと考

えたり、スキルアップのための転職を選択するという子が結構いる

のですね。なので、今、離職することが悪いことではないよねとい

う話をするのですけれども、最初はやる気満々で入りはするのです

けど慣れてきて、３年は学校からの紹介というか、学校に来たもの

に応募して入るので、３年はいないとねという気持ちがあって、３

年経つと切れるという傾向もあるように、感じています。早く辞め

ると、次の世代の子に募集が来なくなるので、学校のために３年は
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と思っている子もいるかなと。

（平田教育長）

後輩のための責任があると。だから先ほどの離職の理由にはやは

りいろいろあって、ステップアップのためのとか、そういう前向き

な意味での離職というのは決して止める話ではないのですけど、マ

イナスの、思っていたのと違ったとか、そういうことであればちょ

っと思いますし、その後も県内にいて欲しいという意味での再就職

の世話みたいな、再就職支援センターというのも県ではやっており

ますので、それは産業人材を確保するという意味でもそういうこと

もやっているので、そういうところに情報を繋ぐということも必要

です。これは全く教育委員会とは違う施策ですけど、しかしそうい

う制度があるということを卒業段階で子ども達に伝えておくという

ことは大事ではないかなと思っておりますので、その辺は高校の方

にもよろしくお願いしたいと思います。

（黒田委員）

今、いろんな意見が出て、そのとおりだと思うのですけれども、

特にこの離職率を防ぐという意味でもミスマッチを防ぐためにイン

ターンシップの内容をもうちょっと充実する、それから期間も、今

確か短いと思うのですね。企業によってインターンシップの期間が

違うのでしょうか。それとも大体、教育委員会の中では何日ぐらい

というのを指定はされるのでしょうかね。

（狩野高校教育課長）

インターンシップにつきましては学校独自にやっているところも

ありますし、もしくは若者定着課が所管の中でやっている部分もあ

ります。これも企業によっては１週間いいですよというところもあ

るし、２、３日でというところも、もうそれぞれですね。一番の課

題は受け入れ先を探すというのが一番大きな課題になっているので

はないかなと思います。

（黒田委員）

解決策としてミスマッチを特に防ぐためにはインターンシップの

内容がね、事前にしっかりお互いに準備し合って、労働局も含めて

ですね、企業側も含めて、そして期間もちょっと長くしていただい

た方がいいのではないかな。その間、先輩がおったり、卒業生の先

輩がおったりですね、そういう中でいろんな話し合いをしながら、
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人生設計もしていくというところまで入れたら非常にいいのではな

いかなといつも思っているのですけど、見たところ本当に２、３日

というのが多いのですよ。これで本当にインターンシップと言える

のかなというのがね、ミニインターンシップみたいなね、それじゃ

やっぱり本当の定着というのが難しいのではないかなと思っている

のですけどね。

（小松委員）

関連して、インターンシップそのものが就職活動と直結しない、

そういう建前があるのですよね。ですから受け入れる側もそれなり

に冷めたというか、この人に来てもらいたいという気持ちはあるの

だけども、そこまで突っ込んでいけないところがあって、時間につ

いては２、３日もあれば２週間ぐらい預かるときもありましたし、

それよりも黒田先生が言われるようなところは、デュアルシステム

というのが、確か工業高校が導入しているかと思うのですけども、

内定した生徒さんが卒業の前にですね、その企業に１週間ぐらい勉

強に行って、本当に生徒にとっては助走期間になる。会社にとって

はその人を受け入れて、本当にうちの企業ではこんなことをやるの

だよという適性を見るという役割をしているところはあるかと思う

のです。そういうのはもっと広げたらどうかと思います。むしろイ

ンターンシップは経営者協会がやっているのだけど、受け入れ先を

探すのに大変な状態なのですよね。というのは受け入れても、就職

に直結しないものですから、企業としても腰が引けちゃっているの

ですよね。そういうところは考え直すところはあるかもわかりませ

ん。

（黒田委員）

今おっしゃったようなインターンシップという内容を充実すると

いう意味は、そういう意味なのですよね。デュアルシステムでやっ

てらっしゃるという。そういう形にインターンシップはむしろもっ

ていくべきであると思っているのですけどね。

（平田教育長）

インターンシップに関しては、先ほど小松委員が言われたように、

受け入れる企業が、受け入れても自分ところの就職にも繋がらない

しという意味で、結構、負担に思われているところもある。ただ一

方でインターンシップに来てくれた高校生が就職したというケース

も現実にはあります。なので、インターンシップの役割、考え方と、
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学校と企業との信用関係が重要で、工業高校と工業会の関係でいく

と、結構そこのあたりの関係性というのはもう出来上がりつつある

のですけれども、それが一般化されてないというのがなかなか難し

い。しかもインターンシップに行く高校生も、そこに行ったからと

いって就職するわけじゃないよという前提で行くので、あくまでも

勉強として行くので、そこが非常に高校生のインターンシップは難

しい。

（黒田委員）

先ほどキャリアサポートスタッフですか、こういう方々も中に入

ってね。一緒に。

（平田教育長）

そうですね、ですから子どもが興味あるようなキャリア形成の一

環の中で、興味がある職種とか、そういうところでインターンシッ

プ先を探すとか、そういうマッチングな一環としてインターンシッ

プを位置づけるということ、考え方とか、現実はそういう考え方で

やっているところももちろんあるのですけど。

（黒田委員）

それが大事だと私は思いますね。

（狩野高校教育課長）

今のデュアルシステムという話が小松委員からありましたけれど

も、佐世保工業、長崎工業のデュアルシステムというのは内定した

企業に、３年生の２月ぐらい、そこで職場体験というか就業前の経

験を積むということになっております。あと、五島海陽高校が一番

進んでいるのですけども、ここは総合学科の高校なのですけれども、

高校３年の４月から１０月の長期間に渡って、曜日を決めて１日、

地元の五島市内の企業等で研修をすることをやっています。授業時

数との関係もありますので、工業高校はもう夏休みとか、そういっ

た休業日を利用してやっているのですけれども、授業との兼ね合い

というものもあります。

また、教育長から今、ありましたように、長崎県連合会とですね、

今度は工業高校５校と連携協定を結ぼうという動きもありますの

で、そういった中で、また受け入れていただける企業も出てくるの

ではないかなと思っております。
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報 告 （ ５ ）

質 疑

（平田教育長）

ほかにございませんか。

それでは、御質問がないようですので、続いて報告事項（５）に

ついて、説明をお願いします。

（狩野高校教育課長）

８ページ、報告事項（５）を御覧ください。

令和４年度長崎県立中学校入学者選抜の実施状況について御報告

いたします。「１」検査につきましては１月９日に、コロナの影響も

なく、無事終了いたしました。「２」実施状況を御覧ください。定員、

志願者数、志願倍率等は表の通りです。今回の入学者選抜は、長崎東

と佐世保北中学校が１９回目、諫早高校附属中学校が１２回目となり

ます。欠席者は３校合計で６名おりましたが、新型コロナウイルス感

染症よるものではありませんでした。また、コロナに起因する別室受

験もございませんでした。「３」検査後の日程につきましては、入学

予定者の発表、入学意思確認書の受付が終了し、現在は、辞退による

欠員が生じた学校は、欠員補充による入学予定者の意思確認を行って

おります。９ページには平成２８年度からの中学校別の志願者数と志

願倍率の推移を掲載しております。平成２９年度の３校合計の志願倍

率は３．３倍でしたが、この５年間は２倍台で推移しております。子

供の絶対数の減が背景としてありますが、県立中学校が開校した１９

年前とは時代が変化し、地域ニーズや保護者や児童の意識が変化して

いることも考えられます。県立中学校の目的や意義などを踏まえたう

えで、時代のニーズや保護者や生徒の期待に応える教育が実践できて

いるのかは、３年後に進学する高校も含めて検証すべき時がきている

と考えております。以上です。

（平田教育長）

ただいまの報告について御質問等はございませんか。

（小松委員）

４番の表を見たときに、段々志願者数が減ってきている。生徒数

が減ってきているということもあると思いますが、時代のニーズに

合っているのか、数字として表れてきているので、是非とも一度見

直すということをよろしくお願いします。

（森委員）

高校１年生まではいいのですが、２年生以降は上と下に分かれて、
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報 告 （ ６ ）

他校から来た人が中間から上位に入っていく。親としては大学進学

を見据えて、中学校を受験させてなるべくいい大学へというところ

なのでしょうが、結果としてあまり見えてきていない。逆に、公立

の中学校から入ってきた子がいい大学に行っているかもしれないと

いう情報が保護者の間で流れています。そしたら地元の中学校へ行

ってからという意識が出てきている気がするので、検証をしっかり

行っていただくと受験するメリットが見えてくるのかなと思いま

す。

（狩野高校教育課長）

県立中学校の良さは、６年間を見通した計画的、経常的な企画が

できるということでしょうけれど、６年間の中だるみが真ん中の中

学校３年生ということで、公立中学校からくる生徒は高校入試があ

るから勉強するので、大変意欲をもって高校１年生を迎える。一方、

県立中学校の生徒は高校入試がありませんので、エスカレートで高

校１年を迎えるという意識の差が出てきているのではないかなと思

いますので、もう一度、高校の教育を含めて６年間の教育の検証、

見直しを進めてまいりたいと思います。

（平田教育長）

ほかにございませんか。

それでは、御質問がないようですので、続いて報告事項（６）に

ついて、説明をお願いします。

（田川高校教育課人事管理監）

冊子１、資料１０ページを御覧ください。報告事項６の県立学校校

長・副校長及び教頭選考試験の結果について御報告いたします。

校長・副校長選考試験、および教頭試験につきましては記載のとお

り１２月にそれぞれ４日間の日程で実施しました。今回の選考資料に

つきましては廣田委員に突合を行っていただいております。ありがと

うございました。全体的な概要につきましては、２に記しております

ように、校長・副校長の合格者が１１名、最終倍率は２．８倍、教頭

の合格者が１４名、最終倍率は３．３倍でした。女性については、校

長・副校長に５名、教頭に２名合格しています。それでは今お配りし

ました選考資料をお開きいただければと思います。

校長・副校長の選考資料を御覧ください。選考の要素としましては、

勤務評価、課題論文、及び面接結果をもとに選考しております。資料

は右側に総合１００点とありますが、その総合点の順に並べておりま
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議案（秘密会）

協議（秘密会）

報告（秘密会）

す。総合点が同点の場合は、面接総合点の高い順に並べております。

校長・副校長については、今年度末定年退職者が１４名います。すで

に昨年度までに校長試験に合格して名簿登載されている人数を考慮

して、本年度は１１名の合格としております。

次に、教頭の選考資料を御覧ください。こちらも勤務評価、課題論

文、及び個人面接を総合のところに１００点満点で並べております。

教頭については、教頭の退職と、校長・副校長の退職による昇任を考

慮して、１５名を新規に任用する予定でございます。すでに教頭試験

に合格し名簿登載されている人数を考慮して、本年度は１４名の合格

としております。

結果につきましては、明日１８日に発送し、任用については、名簿

登載したうえで行うこととなります。以上でございます。

（平田教育長）

ただいまの報告について、御質問等ございませんか。

－－－－ な し －－－－

（平田教育長）

それでは御質問がないようですので、以上で報告事項を終了いた

します。

（別紙議事録）

（別紙議事録）

（別紙議事録）

午後５時１５分、本日の会議を終了


